
 

別紙２ 

安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（大学・研究機関用）第五版（案）に対する御意見等を考慮した結果について 

 

No. 公表されたガイダンス 意見公募手続を実施した案 修正理由 

１ （削除） 

 

（１５頁） 

 
 

パブリックコ

メント No.13

及び No28を

踏まえたも

の。 

「15 機微品

目」が重複し

ていたため。 

２ （１６頁） 
8  リスト規制対象以外の全ての技術や貨物（食品、木材等

を除く）が規制対象となっています。詳細は、「外為令別

表」及び「輸出令別表第 1」のそれぞれ１６項に対象技術

や貨物が規定されています。キャッチオール規制について

は、経済産業省の安全保障貿易管理の該当ページ

（１６頁） 
8  リスト規制対象以外の全ての技術や貨物（食品、木材等

を除く）が規制対象となっています。詳細は、「外為令別

表」及び「輸出令別表第 1」のそれぞれ１６項（２）に対

象技術や貨物が規定されています。キャッチオール規制に

ついては、経済産業省の安全保障貿易管理の該当ページ

パブリックコ

メント No.14

及び No.15を

踏まえたも

の。 



（https://www.meti.go.jp/policy/anpo/anpo03.html）も

参照して下さい。 

 

（https://www.meti.go.jp/policy/anpo/anpo03.html）も

参照して下さい。 

 

３ 

 

（１６頁） 

① 相手先 が輸出管理を厳格に実施している国（輸出令別表

第３の地域 、以下、「グループＡ国」）の場合 

相手先がグループＡ国である場合には、当該国を経由し

た懸念国への迂回輸出を防止する観点から、提供技術等が

大量破壊兵器等 の開発等 または通常兵器 の開発等 （以

下、「兵器開発等」）に用いられるおそれがあるとして、経

済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知（以下、「イン

フォーム通知」）を受けた場合に事前許可が必要になりま

す。 

 

（１８頁） 

該当する場合には、補完規制通達１．（６）（以下、「明

らかガイドライン」）に基づき、当該取引が、用途や取引

の条件・態様から、大量破壊兵器等や通常兵器以外の用途

に用いられることが明らかであるかを確認します。明らか

ガイドラインに示す事項を確認の結果、明らかであると判

断できない場合には許可申請が必要です。 

なお、補完規制通達では、大量破壊兵器等の開発等に用

いられるおそれの強い貨物例および通常兵器の開発、製造

若しくは使用に用いられるおそれの強い貨物例を例示して

おり、提供技術等がこれらの例に該当するものである場合

には、用途・需要者の確認を特に慎重に行うことが求めら

れます 。 

 

（１６頁） 

① 相手先 が輸出管理を厳格に実施している国（輸出令別

表第３の地域 、以下、「グループＡ国」）の場合 

相手先がグループＡ国である場合には、当該国を経由し

た懸念国への迂回輸出を防止する観点から、提供技術等が

核兵器等 の開発等 または通常兵器 の開発等 （以下、

「兵器開発等」）に用いられるおそれがあるとして、経済

産業大臣から許可申請をすべき旨の通知（以下、「インフ

ォーム通知」）を受けた場合に事前許可が必要になりま

す。 

 

（１８頁） 

該当する場合には、補完規制通達１．（６）（以下、「明

らかガイドライン」）に基づき、当該取引が、用途や取引

の条件・態様から、核兵器等や通常兵器以外の用途に用い

られることが明らかであるかを確認します。明らかガイド

ラインに示す事項を確認の結果、明らかであると判断でき

ない場合には許可申請が必要です。 

なお、補完規制通達では、核兵器等の開発等に用いられ

るおそれの強い貨物例および通常兵器の開発、製造若しく

は使用に用いられるおそれの強い貨物例を例示しており、

提供技術等がこれらの例に該当するものである場合には、

用途・需要者の確認を特に慎重に行うことが求められま

す 。 

 

パブリックコ

メント No.28

を踏まえたも

の。 



４ （１７頁） 

・ 以下に掲げる行為に用いられるか。 

- 核燃料物質又は核原料物質の開発等 

- 核融合に関する研究 

- 原子炉（発電用軽水炉を除く）又は 

その部分品若しくは附属装置の開発等 

- 重水の製造 

- 核燃料物質の加工 

- 核燃料物質の再処理 

- 以下の行為であって、軍若しくは国防に 

関する事務をつかさどる行政機関が行 

うもの又はこれらの者から委託を受け 

て行うことが明らかなもの 

ａ 化学物質の開発又は製造 

ｂ 微生物若しくは毒素の開発、製造、 

使用又は貯蔵 

ｃ ロケット若しくは無人航空機の 

開発、製造、使用又は貯蔵 

ｄ 宇宙に関する研究 

 

（１７頁） 

・ 以下に掲げる行為に用いられるか。 

- 核燃料物質又は核原料物質の開発等 

- 核融合に関する研究 

- 原子炉（発電用軽水炉を除く）又は 

その部分品若しくは附属装置の開発等 

- 重水の製造 

- 核燃料物質の加工 

- 核燃料物質の再処理 

パブリックコ

メント No.12

を踏まえたも

の。 

５ （１７頁） 

上表左欄の各事項のいずれにも該当しない場合には、次に

提供技術等の需要者が上表右欄の各事項に該当するかを確

認します。該当しない場合には、インフォーム通知を受け

た場合を除き、キャッチオール規制に基づく許可申請は必

要ありません。 

（１７頁） 

上表左欄の各事項のいずれにも該当しない場合には、次に

提供技術等の需要者が上表右欄の各事項に該当するかを確

認します。該当しない場合には、用途・需要者いずれの観

点からも「おそれ」は無いとして、インフォーム通知を受

けた場合を除き、キャッチオール規制に基づく許可申請は

必要ありません。 

 

パブリックコ

メント No.1

を踏まえたも

の。 



６ （５１頁） 

リスト規制技術等を扱う大学・研究機関は、学生、研究生や教職員

への技術提供に先立ち、これらの者の特定類型該当性を確認する必

要があります。 

 

（５１頁） 

リスト規制技術等を扱うことが想定される総合大学や理系大学・研

究機関は、学生、研究生や教職員への技術提供に先立ち、これらの

者の特定類型該当性を確認する必要があります。 

 

パブリックコ

メント No.6

を踏まえたも

の。 

７ （１１５頁） 

（特定類型該当者の確認等） 

第１８条 新たに採用された教職員等は、特定類型該当性に関する

誓約書を統括責任者に提出しなければならない。 

 

（１１５頁） 

（特定類型該当者の確認等） 

第１８ 新たに採用された教職員等は、特定類型該当性に関する誓

約書を統括責任者に提出しなければならない。 

 

パブリックコ

メント No.1

を踏まえたも

の。 

８ （１４８頁） 

参考資料：特定類型該当性確認のための簡易 YES／NOチャート 

 

（１４８頁） 

参考資料：特定類型該当性確認のための簡易チェックフローチャート 

 

パブリックコ

メント No.10

を踏まえたも

の。 

 

※下線部は修正箇所です。 

※上記のほか、誤表記や用語の統一、修辞上の修正等、所要の修正をさせていただいております。 


